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保険料段階 令 和 ４ 年 度

月 額 年 額

第 １ 段階

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で
世帯全員が非課税の人 2,7４９円

（１,６５０円）
３2,９９０円

（１９,7９４円）世帯全員が市民税非課税で、本人の前年
の課税年金収入額とその他の合計所得金
額の合計額が8０万円以下の人

第 2 段階 世帯
全員が
市民税
非課税

本人の前年の課税年金収入額と
その他の合計所得金額の合計額
が8０万円超１2０万円以下の人

３,６8４円
（2,３０９円）

４４,2０６円
（27,7１１円）

第 ３ 段階
本人の前年の課税年金収入額と
その他の合計所得金額の合計額
が１2０万円を超える人

４,１2４円
（３,8４９円）

４９,４8５円
（４６,１8６円）

第 ４ 段階
本人が
市民税
非課税

（世帯に
課税者
あり）

本人の前年の課税年金収入額と
その他の合計所得金額の合計額
が8０万円以下の人

４,９４９円 ５９,３82円

第 ５段階
基準額

本人の前年の課税年金収入額と
その他の合計所得金額の合計額
が8０万円を超える人

５,４９8円 ６５,９8０円

第 ６ 段階

本人が
市民税
課税

本人の前年の合計所得金額が１2５
万円未満の人 ６,５９8円 7９,１7６円

第 7 段階 本人の前年の合計所得金額が１2５
万円以上2００万円未満の人 7,１４8円 8５,77４円

第 8 段階 本人の前年の合計所得金額が2００
万円以上３００万円未満の人 8,2４8円 ９8,９7０円

第 ９ 段階 本人の前年の合計所得金額が３００
万円以上4００万円未満の人 ９,０72円 １０8,8６7円

第１０段階 本人の前年の合計所得金額が4００
万円以上６００万円未満の人 ９,６22円 １１５,４６５円

第１１段階 本人の前年の合計所得金額が６００
万円以上8００万円未満の人 １０,１72円 １22,０６３円

第１2段階 本人の前年の合計所得金額が8００
万円以上の人 １０,９９7円 １３１,９６０円

　
６5
歳
以
上
の
第
１
号
被
保
険
者

の
介
護
保
険
料
は
、
介
護
サ
ー
ビ

ス
に
必
要
な
費
用
な
ど
か
ら
算
出

さ
れ
た
基
準
額
を
基
に
、
３
年
ご

と
の
事
業
計
画
で
決
定
し
て
い
ま

す
。
介
護
保
険
料
の
額
は
、
一
人

一
人
の
収
入
を
考
慮
し
て
所
得
段

階
に
よ
り
異
な
り
ま
す
（
表
の
と

お
り
）。

※
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
を
受

け
、
低
所
得
者
の
保
険
料
の
負

担
を
軽
減
す
る
た
め
、
保
険
料

段
階
第
１
～
３
段
階
に
該
当

す
る
人
が
負
担
す
る
保
険
料
は

（　
）
の
額
に
な
り
ま
す

※
保
険
料
を
滞
納
す
る
と
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
が
制
限
さ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す

※
令
和
４
年
度
分
の
介
護
保
険
料

額
は
７
月
中
旬
に
通
知
し
ま
す

■
介
護
保
険
料
の
納
付
方
法

　
年
金
か
ら
差
し
引
か
れ
る
「
特

別
徴
収
」
と
、
口
座
振
替
ま
た
は

納
付
書
で
納
め
る
「
普
通
徴
収
」

が
あ
り
ま
す
。

　
特
別
徴
収
の
対
象
は
、
老
齢
年

金
・
退
職
年
金
・
障
害
年
金
・
遺

族
年
金
を
年
額
18
万
円
以
上
受
給

し
て
い
る
人
で
す
。

※
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
人

で
も
、
年
度
の
途
中
で
６5
歳
に

な
っ
た
人
や
転
入･

転
出
し
た

人
な
ど
は
当
分
の
間
普
通
徴
収

で
す

■
介
護
保
険
負
担
割
合
証
の
発
行

　
事
業
対
象
者
ま
た
は
要
支
援
、
要

介
護
の
認
定
を
受
け
て
い
る
人
全
員

に
、
８
月
か
ら
の
利
用
者
負
担
の
割

合（
１
～
３
割
）が
記
載
さ
れ
た「
介

護
保
険
負
担
割
合
証
」
を
７
月
下
旬

に
送
付
し
ま
す
。

■
食
費
な
ど
の
負
担
軽
減

　
介
護
保
険
施
設
に
入
所
し
た
場
合

（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
を
含
む
）、
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
と
は
別
に
居
住
費
・
食

費
が
必
要
で
す
。

　
た
だ
し
、
一
定
の
条
件
を
満
た
す

人
に
は
、
こ
の
居
住
費
・
食
費
が
軽

減
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

※�

負
担
軽
減
の
割
合
は
所
得
に
応
じ

て
異
な
り
ま
す

対�

　
象
　
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
人

で
、
預
貯
金
な
ど
が
単
身
ま
た
は

夫
婦
で
一
定
の
金
額
以
下
の
人

※
市
へ
の
申
請
手
続
き
が
必
要
で
す

※�

現
在
、
負
担
の
軽
減
を
受
け
て
い

る
人
の
有
効
期
間
は
７
月
末
ま

で
の
た
め
、
毎
年
更
新
の
手
続
き

が
必
要
で
す
。
通
知
を
送
付
し
て

い
る
の
で
、
早
め
に
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い

※�

預
貯
金
な
ど
の
資
産
要
件
は
、
所

得
に
応
じ
て
異
な
り
ま
す

令和４年度　介護保険料
問い合わせ　
　介護保険制度　高齢介護課緯運9１５５
　　介護保険料　　課税課保険税係緯運9１１4

表　第１号被保険者（6５ 歳以上 ）の介護保険料

※ 合計所得金額は、地方税法上の合計所得金額から土地などの譲渡所得によ
る特別控除と給与所得または公的年金等の雑所得がある場合の １０ 万円控除
をした後の金額です

※（　）内は公費を投じて行う保険料軽減措置後 介護サービスを利用する人へ
問い合わせ　高齢介護課緯運9１５７

後期高齢者医療保険料の保険料率が変わりました

保
険
料
の
計
算
方
法

　
令
和
４
年
度
の
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
の
保
険
料
を
、
図
（
★
）

の
と
お
り
計
算
し
、
７
月
中
旬
に

保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
送
付
し

ま
す
。

保
険
料
の
軽
減

　
次
の
所
得
の
世
帯
の
人
や
健
保

組
合
な
ど
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た

人
は
、
次
の
軽
減
措
置
が
あ
り
ま

す
。

●
所
得
の
低
い
世
帯
の
被
保
険
者

な
ど
に
対
す
る
軽
減

　
世
帯
内
の
被
保
険
者
と
世
帯
主

の
前
年
（
令
和
３
年
）
中
の
所
得

の
合
計
額
に
応
じ
て
、
均
等
割
額

が
軽
減
さ
れ
ま
す
（
左
表
参
照
）。

●�

健
保
組
合
な
ど
の
被
扶
養
者
で

あ
っ
た
人
に
対
す
る
軽
減

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
直

前
に
、
健
保
組
合
な
ど
（
国
保

お
よ
び
国
保
組
合
は
除
く
）
の

被
扶
養
者
で
あ
っ
た
被
保
険
者

は
、
特
例
措
置
と
し
て
所
得
割

額
の
負
担
は
な
く
、
資
格
取
得

後
２
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の

間
に
限
り
、
均
等
割
額
が
５
割

軽
減
さ
れ
、
年
間
保
険
料
額
は

２
万
２
９
２
０
円
と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
均
等
割
額
の
７
割

軽
減
に
も
該
当
す
る
人
は
、
年
間

保
険
料
額
が
１
万
３
７
５
２
円

と
な
り
ま
す
。

問い合わせ　課税課保険税係緯運9１１4
　　　　　　保険課医療年金グループ緯運9１６０

均等割額　＋　所得割額 ( ※ )
4５,84０ 円　　　　8.６７%

年間保険料（限度額 66 万円）（★）

※所得割額＝（総所得金額等－基礎控除）× 8.６７%　
※ 基礎控除は、前年の合計所得金額が2,4００万円以下は4３

万円、2,4００万円超2,4５０万円以下は29万円、 2,4５０万円
超2,５００万円以下は１５万円、2,５００万円超の場合は０円

（適用なし）です

世帯内の被保険者と世帯主の
前年中所得の合計額 軽減後の均等割額

4３万円＋１０万円×（給与所得者等の人
数－１）以下

７割軽減
１万３,７５2円

4３万円＋28.５万円×被保険者数＋１０万
円×（給与所得者等の人数－１）以下

５割軽減
2万2,92０円

4３万円＋５2万円×被保険者数＋１０万円
×（給与所得者等の人数－１）以下

2割軽減
３万６,６７2円

※ 「給与所得者等」とは、給与所得または公的年金等による
雑所得を有する人です

※ ６５歳以上の公的年金等控除の適用がある人は、公的年金等
の所得から１５万円を限度として控除します。ただし、障害
認定（６５歳）の被保険者で保険料算定に６4歳時の所得・課
税情報を使用する対象者は、含まれません

※ 「専従者控除」、「居住用財産や収用により譲渡した場合等
の課税の特例」の適用は、ありません

※所得などの申告がない場合、軽減されないことがあります
※ 軽減判定は、賦課期日（毎年4月１日または資格取得日)時点

で行われます。賦課期日後に世帯異動があった場合でも再
判定は行われません

禁煙外来治療費助成が始まります
7月１日
㈮から

対�　象　
　次の要件を全て満たしている人
・ 治療開始前に健康福祉総務課に登録申請を行い、確

認事項に同意した人
・  登録申請した日から治療が完了した日まで、継続し

て市に住所を有する満 2０ 歳以上の人
・  登録決定通知日から ６ カ月以内に公的医療保険が適

用される治療過程を完了した人
助�成金額
　禁煙外来治療に要した費用（初診料、再診料、指導

料、薬剤料など）の自己負担額の 2 分の １
※上限 １ 万円、１００ 円未満は切り捨て
申�請方法
　申請書を持参または郵送（消印有効）で次へ。
〒  ７３8―8５１2　新宮 １ の １３ の １　山崎本社　みんなの　

あいプラザ　健康福祉総務課
※郵送の場合は事前に電話連絡してください
申�請期限
　７ 月 １ 日㈮～ １2 月 28 日㈬
　詳しくは、市ホームページを確認してください。

問い合わせ
　健康福祉総務課緯欝１６１０

表　保険料の軽減後の均等割額

▶市ホームページ
（禁煙外来治療助成）

　受動喫煙を防止し、禁煙に向けた取り組みを支援するため禁煙外来治療費の一部を助成します。




